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平成２３年(ワ)第１２９１号，平成２４年(ワ)第４４１号，平成２５年(ワ)第５１

６号，平成２６年(ワ)第３２８号伊方原発運転差止請求事件 

原 告 須 藤 昭 男 外１３３７名 

被 告 四国電力株式会社 

 

準備書面(６９)補正書 

 

２０１６年８月１日 

松山地方裁判所民事第２部 御中 

 

原告ら訴訟代理人 

                  弁護士  薦 田 伸 夫 

                  弁護士  東   俊 一  

                  弁護士  高 田 義 之 

                  弁護士  今 川 正 章 

                  弁護士  中 川 創 太 

                  弁護士  中 尾 英 二 

                  弁護士  谷 脇 和 仁 

                  弁護士  山 口 剛 史 

                  弁護士  定 者 吉 人 

                  弁護士  足 立 修 一 

                  弁護士  端 野   真 

                  弁護士  橋 本 貴 司 

                  弁護士  山 本 尚 吾 

                  弁護士  高 丸 雄 介 

                  弁護士  南   拓 人 

                  弁護士  東     翔 

訴訟復代理人 

弁護士  内 山 成 樹 

弁護士  只 野   靖 
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２０１６年７月１４日付原告ら準備書面(６９)に誤りがあったので，次のとおり補

正する。 

1. 同書面２４頁下から６～７行目の「６.５×１０-８回/炉・年とは，伊方３号炉に

つき６億５０００万年に１回という確率である。」の下線部を，「１億年に６.５

回(約１５３８万年に１回)という確率である。」に訂正する。 

2. 同書面２５頁下から１２行目の「３９ｍとされている(甲３７５：８・１～８・

３)。」の次に，「なお，四電は，その後３２ｍに修正している模様である。」を

加える。 

3. 同書面２６頁６行目の「６億５０００万年に１回」を「１億年に６.５回(約１５

３８万年に１回)」に訂正する。 

4. 同書面２６頁９及び１０行目の「６５倍」を「１.５倍以上」に訂正する。 

以上 


